
  
                               北海道上川郡清水町 

 

個人に課税される市町村民税と都道府県民税、森林環境税は、これらをあわせて一般に住民税と言わ

れています。この住民税の課税と徴収事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町村が行っていま

すので、申告や納税の方法など不明な点があるときは、役場税務課・町民税係まで（電話

0156-62-1152 内線１４５・14６・14７）お問い合わせください。 

 

１ 住民税を納める人（納税義務者） 

・令和７年１月１日現在で清水町に住所がある人⇒均等割と所得割が課税されます。 

 

２ 住民税が課税されない人 

○均等割も所得割もかからない人 

(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人 

(イ) 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の所得が1３5万円以下の人 

  ○均等割がかからない人 

     前年中の合計所得金額が、28万円に本人､同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金

額（控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には 17 万円を加算した金額）に 10 万円を加算し

た金額以下の人 

 ○所得割がかからない人 

       前年中の総所得金額等が、35 万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た

金額（控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には 32 万円を加算した金額）に 10 万円を加算

した金額以下の人 

 

３ 個人住民税の申告 

  個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっ

ていますが、適正な課税を行うために、納税者の方から住民税の申告書を提出していただくことにな

っています。 

 ○申告が必要な人 

  賦課期日（1月１日）現在、清水町に居住している人は住民税の申告が必要です。 

ただし、次の人は除きます。 

⑴ 税務署に所得税の確定申告書を提出している人 

⑵ 前年の収入が給与のみで給与支払報告書を勤務先が清水町に提出している人 

⑶ 前年の収入が公的年金等のみで公的年金等支払報告書を年金支払者が清水町に提出している人 

⑷ 前年の合計所得金額が３８万円以下の人 

  ※注意事項 

・上記⑵や上記⑶に該当する人でも、所得金額、所得控除金額などが給与（公的年金等）支払報告

書の内容と異なる場合は、申告が必要となります。 

・収入がない場合も、国民健康保険の加入者（世帯主及び世帯員）は、所得申告が必要です。 

  ・申告をしなかったり申告期限に遅れたりすると、各種の所得控除を受けることができず、また、

各種証明を受けることができなくなります。 

○申告の期限･･････各年の３月15日  

   なお、申告期限後でも、申告を忘れていた人などは、速やかに税務課へご相談ください。 

令和 7年度 住民税のしおり 



町道民税額 

４ 納める額 

   ・町民税   均等割→３,０00円  所得割→前年中に得た所得の額に応じて納めます。 

   ・道民税   均等割→１,０00円  所得割→前年中に得た所得の額に応じて納めます。 

   ・森林環境税 均等割→１,０00円   

５ 納税の方法（次の２種類があります。） 

  ○特別徴収の方法 

   ・給与所得者 

 サラリーマンなどの給与所得者で、給与の支払者（特別徴収義務者）が毎月給与の支    

払の際にその人の給与から税額を天引きして、12 回（６月から翌年５月までの毎月）で当町

に納める方法。 

   ・公的年金等所得者 

     現在、年金を受給されていて、その年の４月１日現在65歳以上の年金受給者のうち町道民

税を納税する義務のある人は、公的年金等の支払者〔特別徴収義務者（厚生労働省等）〕が、

公的年金等の支払の際にその人の公的年金等から税額を天引きして、年６回

（４・６・８・10・12・２月）で当町に納める方法。 

  ○普通徴収の方法（納付書によって納税する方法） 

    サラリーマン以外の事業所得者や特別徴収の対象ではない公的年金等の雑所得者などの町道民

税は、納税通知書によって当町から納税者に通知され、６月、８月、10 月及び 12 月の年４回

で当町に納める方法 

６ 税額の計算方法 

  (      －       ) ×       －         ＝  

          （8所得控除を参照）（下の税率を参照）（10税額控除を参照） 

 

 

        ＋      －      ＝ 

 

（12控除不足額を参照） 

   ※退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。 

 

  ○所得割の税率 

 

 

 

７ 前年中の所得金額  所得は、その性質により次の種類に分かれます。 

  所得金額は、その所得の種類に応じてそれぞれ前年中の収入金額から、その収入を得るために要し

た必要経費などを差し引いて算出します。 

          ○利子所得 ○配当所得 ○不動産所得 ○事業所得 ○給与所得 

          ○退職所得 ○山林所得 ○譲渡所得  ○一時所得 ○雑所得 

 

８ 所得控除  

  所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどう

かなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から

差し引くことになっているものです。 

課税総所得金額 
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道  民  税 
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令和７年度 個人町道民税所得控除一覧表 

所 得 控 除 区 分 所得税控除 町道民税控除額(円) 町 道 民 税 の 控 除 の 説 明 

雑 損 控 除   所得税と同じ 

医 療 費 控 除 
 

 

限度額 

200万円 

所得金額の５％又は10万円のいずれか少ない金額を超える金額（支

払金額から補てんされた額を差し引いた額が対象） 

※セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を選択する場合 

特定一般用医薬品等購入費―１万２千円（限度額８万８千円） 

社会保険料控除   支 払 額 

小規模共済控除   支 払 額 

生命保険料控除  

「9 生命保険料控

除」をご覧くださ

い。 

計算方法は当係にご連絡ください。 

 

地震保険料控除額

（旧長期損害保険料控除） 

限度額 

地震 ５万 

(旧長期 

15,000円) 

限度額 

地震25,000 

（旧長期10,000） 

地震・旧長期保険の合計額が２万５千円を超えるとき

は､２万５千円が限度。計算方法は当係にご連絡くだ

さい。 

寄附金（税額） 

控      除 
 

「10 税額控除」を

ご覧ください。 

町道民税は、税額から控除される税額控除 

所得税は所得控除（特定震災指定寄付金等は税額控除との選

択可） 

障 害 者 控 除 

27 万 260,000 一般の障害者 

40 万 300,000 
特別障害者 

身障者手帳(1級･2級)､療育手帳(Ａ)、精神保健手帳(１級)等 

７５万 530,000 同居特別障害者 

寡 婦 控 除 27 万 260,000 
離婚の場合は扶養親族を有する（合計所得 500 万円

以下） 

ひ と り 親 控 除 35 万 300,000 
未婚で生計を一にする子を有する（合計所得 500 万

円以下） 

勤 労 学 生 控 除 27 万 260,000 
合計所得７５万円以下で､給与所得以外の所得が 10 万円以

下の勤労学生 

配 偶 者 控 除 
限度額38万 限度額330,000 配偶者合計所得 48 万円以下 本人所得制限 1,000 万円  

老人配偶者70歳以上（S３０.1.1以前生まれの方） 老人・限度額48万 老人・限度額380,000 

配偶者特別控除 限度額38万 限度額330,000 本人所得制限1,000万円 

扶 養 控 除 

廃止 廃止 一般(年少)扶養 16 歳未満 

３８万 330,000 
一般(成年)扶養 合計所得４8万円以下 

16 歳以上（H21.1.1以前生まれ） 

63 万 450,000 特定扶養 19～22歳（Ｈ15.1.2～H18.1.1生まれ） 

48 万 380,000 老人扶養 70歳以上（S30.1.1以前生まれの方） 

５８万 450,000 
直系尊属の同居老親等 70歳以上（S30.1.1以前生

まれの方） 

基 礎 控 除 限度額４8万 限度額４30,000 合計所得２,５００万円以下 

９ 生命保険料控除 

 ○新契約（平成24年1月1日以降契約締結分） 

  一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の別に計算します。 

支払金額 控 除 額 

12,000円以下のとき 全額 

12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 

32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 

56,000円超のとき 28,000円 



 ○旧契約（平成23年12月31日以前契約締結分） 

  一般生命保険料、個人年金保険料の別に計算します。 

支払金額 控 除 額 

15,000円以下のとき 全額 

15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 

40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円 

70,000円超のとき 35,000円 

 

○控除限度額 

生命保険料控除区分 

①「新契約」のみの場合 

もしくは 

③「新契約」「旧契約」両方の場合 

②「旧契約」のみの場合 

一般生命保険料控除 28,000円 35,000円 

個人年金保険料控除 28,000円 35,000円 

介護医療保険料控除 28,000円 － 

合計控除限度額 70,000円 70,000円 

 

10 税額控除 

  税額控除には、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、調整控除、配当控除、外国税額控除、

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等があります。 

○寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除 

税額控除区分 町  道  民  税  の  税  控  除  の  説  明 

寄附金税額控除 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額の合計額の

30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が2,000円を超える場合には、その

超える金額の10％（町民税６％、道民税４％）に相当する金額が町民税・道民税から税

額控除を受けられます。 

①道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 

②北海道共同募金会又は日本赤十字社北海道支部に対する寄附金 

③所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附

金として清水町の町税条例又は北海道税条例で定めるもの（清水町と北海道は同じです。） 

ただし、特例控除対象寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、次表の

左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の町民税は５分の３、道民税は５分の２に

相当する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、そ

の20％に相当する金額を限度とします。）が町民税・道民税から税額控除を受けられま

す。 

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割   合 

0円以上195万円以下の金額 84.895％ 

195万円を超え330万円以下の金額 79.79％ 

330万円を超え695万円以下の金額 69.58％ 

695万円を超え900万円以下の金額 66.517％ 

900万円を超え1,800万円以下の金額 56.307％ 

1,800万円を超え4,000万円以下の金額 49.16％ 

4,000万円超える金額 44.055％ 

0円未満（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合） 90％ 

0円未満（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合） 地方税法に定める割合 

所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金

として当町の町税条例で定めるものと、北海道税条例で定める所得税の控除対象となる寄

附金のうち個人道民税の税額控除となる寄附金は同一ですので、具体的な団体等について

は、北海道のホームページをご覧になるか、税務課までお問い合わせください。 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kifukinkojo.htm 北海道のホームページ） 



住宅借入金等 

特別税額控除 

平成 21 年から平成 26 年 3 月までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除の適用を

受けた場合、次の①又は②のいずれか小さい額が控除額となります。 

①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額  

②所得税の課税総所得金額等の額に５％を乗じて得た額（限度額97,500円） 

 

 平成26年4月から令和３年１２月までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除の適

用を受けた場合、次の①又は②のいずれか小さい額が控除額となります。 

①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 

②所得税の課税総所得金額等の額に7％を乗じて得た額（限度額136,500円） 

＊ただし、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が8％又は１０％の場合に限る。 

 それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の５％（最高

97,500円）です。 

 

 令和４年以降の入居に係る住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合、次の①又は

②のいずれか小さい額が控除額となります。 

 

① 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 

② 所得税の課税総所得金額等の額に５％を乗じて得た額（限度額97,500円） 

＊令和４年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税

率が１０％かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総

所得等の７％（最高136,500 円）が控除限度額となります。 

 ○調整控除→「11 調整控除」をご覧ください。 

 ○配当控除→配当所得の金額に一定の率を乗じた額を控除します。 

 ○外国税額控除→外国で課税された所得税などのうち、所得税から控除しきれなかった額の一定額を控除します。 

 

11 調整控除 

所得税と町道民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から次の額を控除しま

す。 

※納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、適用されません。 

  ａ 合計課税所得金額が200万円以下の人 

次の①と②のいずれか小さい額の５％（町民税３％・道民税２％）に相当する額 

 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を

合算した金額 

②合計課税所得金額 

  ｂ 合計課税所得金額が200万円を超える人 

    次の①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場合は５万円）の５％（町民税     

３％、道民税２％）に相当する額 

 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金      

 額を合算した金額 

       ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

控除の種類 金 額 控除の種類 金 額 

障害者 

控 除 

普  通 1万円 

扶養控除 

一  般 5万円 

特  別 10万円 特  定 18万円 

同居特別障害者 ２2万円 老  人 10万円 

寡婦控除 1万円 同居老親等 13万円 

ひとり親控除 
父 1万円 配 偶 者 

控  除 

一  般 限度額5万円 

母 5万円 老  人 限度額10万円 

勤労学生控除 1万円 配 偶 者 

特別控除 

４8 万円超５0 万円未満 限度額5万円 

基礎控除 5万円 ５0 万円超５5 万円未満 限度額3万円 

＊ 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額（分離課税されるものを除く。）

及び課税山林所得金額の合計額です。 



＊ 同居老親等とは、本人又は配偶者の直系尊属で、本人や配偶者との同居を常としている人 

 

12 控除不足額 

  所得割額だけでは控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額で、所得

割額に均等割額を加えた後に控除する額です。 

 

■お問い合わせ先 

 〒089-0192 上川郡清水町南４条２丁目２番地 

  清水町役場 税務課 町民税係【電話 0156-62-1152（内線14５・14６・14７）】 

 


